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事実の概要

　１　本件結合計画の概要
　新日鐵住金株式会社（以下、「新日鐵住金」といい、
同社と既に結合関係が形成されている企業の集団を

「新日鐵住金グループ」という。）及び日新製鋼株式
会社（以下、「日新製鋼」）は、鉄鋼製品の製造販
売業等を営む会社である。新日鐵住金が、日新製
鋼の株式に係る議決権を 50％を超えて取得する
ことを計画し、平成 28 年 5 月 13 日に新日鐵住
金から公正取引委員会（以下、「公取委」）に、株
式取得計画の届出がなされた。
　公取委は、当事会社グループが競合または取引
関係に立つ約 20 の取引分野について審査を行い、
そのうち表面処理鋼板の一種である「溶融亜鉛－
アルミニウム－マグネシウム合金めっき鋼板」（以
下、「合金めっき鋼板」という。）及びステンレス鋼
の一種である「ステンレス冷延鋼板」について、
一定の取引分野における競争を実質的に制限する
こととなる（私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律（以下、「独禁法」）10 条）と認められる
旨の下記指摘を行った。

　２　独禁法上の評価
　(1)　合金めっき鋼板市場
　本件株式取得により、国内の合金めっき鋼板市
場における競争単位が一つ減少し、当事会社の合
算市場シェアが 100％となり、輸入圧力や参入圧
力が認められないことに加えて、隣接市場からの
競争圧力及び需要者からの競争圧力も限定的であ
ることから、当事会社が単独で価格等をある程度
自由に左右することができる状態が現出し、本件
株式取得が国内の合金めっき鋼板の取引分野にお
ける競争を実質的に制限することとなると認めら
れる。
　(2)　ステンレス冷延鋼板市場

　本件株式取得により、国内のステンレス冷延鋼
板市場における競争単位が一つ減少し、当事会社
グループの合算市場シェアが約 60％となる一方、
競争事業者による供給余力が必ずしも十分でない
こと、参入圧力が認められないことに加えて、輸
入圧力、隣接市場からの競争圧力及び需要者から
の競争圧力も限定的であることから、本件株式
取得により当事会社グループが単独で価格等をあ
る程度自由に左右することができる状態が現出す
る。また、競争事業者の供給余力に限りがあるた
め、当事会社グループが値上げを行った場合に競
争事業者が市場シェアを拡大する余地が限られる
こと、さらに、参入圧力がなく、輸入圧力、隣接
市場からの競争圧力及び需要者からの競争圧力も
限定的である状況では、本件株式取得後、当事会
社グループとその競争者が協調的行動を採ること
により、価格等をある程度自由に左右することが
できる状態が現出し、本件株式取得が国内のステ
ンレス冷延鋼板の取引分野における競争を実質的
に制限することとなると認められる。

　３　当事会社による問題解消措置の提案
　公取委の上記指摘に対し、当事会社から、以下
のような問題解消措置の申出がなされた。合金
めっき鋼板に関する問題解消措置としては、競合
他社に対して、①特許及び製造ノウハウのライセ
ンス、②当該ライセンス品の受注活動に必要な情
報の提供、③ 0EM 供給、④当該ライセンス品の
めっき加工の受託、⑤前記①から④に係る対価に
ついては、公取委の承認を得る。⑥当事会社と神
戸製鋼所との間に協調的関係が生じないよう、日
新製鋼は、OEM 供給や受託めっき加工を実施す
る際に取得した神戸製鋼所の委託に係る仕様ごと
の数量等の情報を、当事会社の営業部門に共有し
ないなどの情報遮断措置を講じ、その内容につい
ては公取委の承認を得る。また、問題解消措置の
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実施状況についても、公取委へ定期報告を行う。
　ステンレス冷延鋼板に関する問題解消措置とし
ては、合金めっき鋼板の場合と同様、①技術ノウ
ハウのライセンス、② OEM 供給、③受託加工、
④営業情報の提供及び営業支援（ただし当事会社
グループとの間に協調的関係が生じないよう、適切
な情報遮断措置を講じ、その内容については公取委
の承認を得る。）。⑤原板供給（当事会社グループは、
競合他社に対し、必要に応じて、今後 5 年間、対象ニッ
ケル製品の原板となるステンレス熱延鋼帯の供給を
行う。）。⑥前記②③⑤に係る対価については、原
則として当事会社グループにおける対象ステンレ
ス製品のフルコストをベースとし、公取委の承認
を得る。また、情報遮断措置・定期報告について
も合金めっき鋼板と同様である。

　４　当該問題解消措置に対する評価
　(1)　合金めっき鋼板
　上記問題解消措置に対する公取委の評価は以下
の通りである。当事会社の申し出た措置を前提と
すれば、国内の合金めっき鋼板市場への神戸製鋼
所の参入により、今後、最大 20％程度の市場シェ
アを占める競争事業者が創出され、当事会社に対
する有効な牽制力として機能するものと考えられ
る。その結果、本件株式取得により、国内の合金
めっき鋼板の取引分野における競争を実質的に制
限することとはならないと考えられる。
　(2)　ステンレス冷延鋼板
　以上の通り、当事会社の申し出た措置を前提と
すれば、国内のステンレス冷延鋼板市場における
日本冶金工業の競争力強化により、今後、同社が
最大 15％程度の市場シェアを占めることができ、
当事会社が単独で価格等をある程度自由に左右す
ることに対する有効な牽制力が働くとともに、競
争事業者の供給余力が増加し、積極的な販売活動
が行われることにより、市場シェアの拡大の可能
性が高まることから、当事会社と他の競争事業者
との協調的行動を妨げる効果が生じると考えられ
る。その結果、本件株式取得により、国内のステ
ンレス冷延鋼板の取引分野における競争を実質的
に制限することとはならないと考えられる。

　５　結論
　当事会社が本件問題解消措置を講じることを前
提とすれば、本件株式取得が一定の取引分野にお

ける競争を実質的に制限することとはならない。

解説

　一　競争の実質的制限について
　１　合金めっき鋼板市場
　公取委が問題点を指摘した 2 品目のうち合金
めっき鋼板市場について摘示した市場の状況は、
以下の通りである。
　①結合後、シェア 100％で独占になること。②
輸入品は存在せず輸入圧力は認められないこと。
③当事会社が特許等を保有し参入の障壁となって
おり、参入圧力は認められないこと。④代替的に
使用できる溶融めっき鋼板は一部の用途のみであ
り、隣接市場からの競争圧力は限定的であること。
⑤強力な価格交渉力を有している自動車メーカー
及び電機メーカーであっても、合金めっき鋼板に
ついては、当事会社のみが製造し、かつ、輸入品
も存在しないため、需要者は他に採り得る選択肢
がなく、需要者からの競争圧力は限定的であるこ
と。これらの要素から総合的に評価して、公取委
は単独効果を認定した。その判断は妥当である。
　企業結合による競争の実質的制限のタイプとし
て、①単独の市場支配力獲得型（いわゆる独占規
制型アプローチ）と②寡占的協調型（いわゆる協調
規制型アプローチ）があることは、よく知られて
いる。①については、商品が同質的なものである
場合、企業結合後の企業が市場で圧倒的なシェア
を占める上位企業となることにより競争水準以上
に価格を引き上げることができ、これに対して、
競争者は、自己の生産量を拡大することによって
は、当該結合後企業に競争上対抗できない状況が
念頭に置かれている１）。ここで問題とされたのは
この類型である。通常は、「企業結合審査に関す
る独占禁止法の運用指針」（平成 16 年 5 月 31 日・
公正取引委員会。以下、「企業結合ガイドライン」）
も述べるように、ライバル企業の能力・反応によっ
ては、市場の圧倒的なシェアを占めている企業が
競争水準を乖離する価格設定をしたとして、仮に
残りの企業がそれに対して引き上げられた価格を
所与として生産増を行っても十分な価格引下げが
もたらされないような状況が生じる。こうした状
況の発生には、当事会社のシェアの大きさ、市場
の需要曲線の弾力性、参入障壁の程度などが関
わってくる。本件がまさにそうであるように、当
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事会社グループの生産・販売能力が大きいのに対
し、他の事業者の生産・販売能力が小さい等の事
情から、当事会社グループが当該商品の価格を引
き上げた場合に、他の事業者が当該商品の価格を
引き上げないで売上げを拡大することや、需要者
が購入先をそのような他の事業者に振り替えるこ
とができない場合には、当事会社グループが当該
商品の価格等をある程度自由に左右することがで
きる状態が容易に現出し得るため、当該結合が、
一定の取引分野における競争を実質的に制限する
こととなる。

　２　ステンレス冷延鋼板
　公取委は以下の摘示に基づいて単独効果及び協
調効果を認定した２）。
　①結合後、当事会社グループはシェア約 60％・
第 1 位となり、有力な競争事業者としてＡ社（約
15％）とＢ社（約 10％）が存在するが、これらの
供給余力は限定的であること。②輸入品は、5～
10％程度で推移していること。需要者によると、
汎用品種であれば品質面の問題はないが、需要者
が個別に求める独自の性能・品質に対応した品種
については品質面の問題があり、また、注文可能
なロット数、クレーム・返品対応などは国内品に
比べて問題があるため、輸入圧力は限定的である
こと。③多額の設備投資が必要であり、新たに参
入した実績も予定もないため、参入圧力は認めら
れないこと。④ステンレス冷延鋼板は、用途によっ
ては他素材との競合関係が認められるが、これら
の他素材は値段が高価であるので、隣接市場から
の競争圧力は限定的であること。⑤自動車メー
カー及び電機メーカーは強力な価格交渉力を有し
ているが、ステンレス冷延鋼板は調達する品種が
多品種であり、また、需要者向けに独自の仕様や
成分が調整され当事会社グループしか当該品種を
製造していない場合があり、その場合には需要者
は容易に他社製品や輸入品に切り替えることがで
きないため、需要者からの競争圧力は限定的であ
ること。
　まず、単独効果の認定については１で述べたの
と同じ理由から問題ないだろう。協調効果につい
てはどうか。まず②から⑤の事情は本件結合前後
で変わらない。とすると公取委が本結合による協
調効果の要因として重く見たのは①ということに
なる。Ａ社とＢ社の供給余力は限定的であり、彼

らからの競争力は限定的であることを公取委は摘
示している。ということは、結合前に当該市場に
おいて協調効果が抑止されていたのは、本件結合
当事者間の競争が存在していたからだということ
になる。
　協調効果について、その発生のメカニズムは、
①相互了解の容易さ（お互いにとってどの水準の価
格引上げが利益になるかどうかについて認識認容し
やすい状況にあるか）、②協調からの逸脱の発見の
容易さ、③協調からの逸脱に対する制裁の存在（協
調から逸脱しようとすると速やかに競争に戻って協
調行為による超過利潤が消えてしまうこと）、の 3 点
である。要するに、競争単位の数が減少すること
や、市場集中度等の市場構造、商品の特性、従前
の取引慣行等から、各事業者がお互いの行動を高
い確度で予測することができるようになり、協調
的な行動をとることが利益となる場合がある（企
業結合ガイドライン）。本件では、これらの状況に
加え、当事会社間で従来競争が活発であり、その
競争が失われるとき、集中度が増加し、残存する
競争がそれほど活発でないと想定でき、競争に与
える影響が大きいとされたのであろう。しかし、
これらの点は公表文からは摘示されていない。本
件での協調効果のメカニズムをもう少し説明して
もよかったのではないか。というのも、協調効果
立証のハードルは決して低いわけではない。例え
ば欧州の Airtours 事件では、4 社集中度 80％など、
協調効果を導きやすい一連の状況であったにもか
かわらず、上述の 3 要件が満たされていないこ
とを理由に、協調効果が否定された３）。

　二　問題解消措置について
　１　合金めっき鋼板に対する措置
　本件は、問題解消措置として特許・ノウハウの
ライセンスがとられたことが特徴的である。過去、
企業結合の問題解消措置として、特許やノウハウ
などのライセンスを行った事例として、①八幡・
富士製鉄合併事件４）がある。その他にライセン
スを約束した事例として、②富士電機・三洋電機
自販機株式取得事例５）、③ HOYA・日本板硝子磁
気ディスク用ガラス基板事業譲受け事例６）があ
る。このうち、②の事例では、後にその実効性に
ついて事後検証が行われ、自販機の例について、
問題解消措置の利用（競争業者からの特許権の実施
許諾の申入れ）はないとされ、その実施に当たっ
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ては、問題解消措置の周知や具体的な条件の明確
化（ライセンスの対象範囲、期間、対価の算定）等
が重要であると指摘されている７）。今回、競争業
者なら誰でもとはされず、神戸製鋼に指定された
のは、神戸製鋼所は、既に溶融めっき鋼板の製造
設備を有しており、本件問題解消措置が採られれ
ば、神戸製鋼所が合金めっき鋼板市場に参入する
ことができるためである。その意味で、神戸製鋼
にライセンス先が指定されたのは評価できる。た
だし、②の事例で誰からも実施許諾の申入れがな
く、問題解消措置の実効性の点で課題を残した反
省を踏まえると、実施に当たってさらなる具体的
な条件の明確化（ライセンスの対象範囲、期間、対
価の算定）が望まれる。
　公取委によれば、当事会社の申し出た措置を前
提とすれば、合金めっき鋼板市場への神戸製鋼所
の参入により、今後 10 年間で、最大 20％程度の
市場シェアを占める競争事業者が創出され、当事
会社に対する有効な牽制力として機能するとして
いる。しかし、一般的に 10 年先を予測すること
は難しい。公表文にあるように、問題解消措置の
実施状況について、公取委が問題解消措置の履行
監視をしっかり行っていくことが重要である。

　２　ステンレス冷延鋼板に対する措置
　公取委によれば、OEM 供給等、当事会社が申
し出た上述の措置により、今後 5 年以内に、ステ
ンレス冷延鋼板市場において最大 15％程度の市
場シェアを占める数量を販売することが可能とな
るとする。ただし、上述した、競争の実質的制限
のおそれのある②から⑤の市場の状況は、本件結
合前後で変化はない。だとすると、15％程度の
市場シェアをもつ企業を新たに作り出すことが、
有効な牽制力の発揮に効果をもたらすと評価でき
るのか疑問をもつ向きもあろう。この点について、
担当官解説８）によると、「ステンレス冷延鋼板の
場合は、約 15％の市場シェアを有する競争事業
者が他に 1 社いるため、本件問題解消措置によ
り 15％程度の市場シェアを有する競争事業者が
2 社になること等を踏まえれば、競争が維持でき
ると考えられる」。単独効果は、結合当事会社間
の競争が喪失したことによって、他の企業が従前
通り競争的に振る舞っても生じ得る競争制限効果
であり、競争事業者の競争する能力すなわち供給
余力が増加するかどうかが重要である。この観点

からなされた当該問題解消措置は、一定程度評価
されよう。これに対して協調効果は、結合当事会
社でない企業が、結合により競争回避的に作用す
ることにより生じ、いわば他社の反応の変化を問
題とするものであるから、競争する能力だけでな
くインセンティブの分析も不可欠である。この点、
本件問題解消措置によって、他社が結合後に協調
受容的な行動に流れずに、競争的に振る舞うイン
センティブが十分に発揮されるかどうか、公表文
からは必ずしもよく分からない。その意味で、本
件問題解消措置が協調効果に対処するものとして
十分だったかはやや疑問が残る。

●――注
１）いわゆる「ドミナンス理論」。「支配企業理論」とも呼

ばれる。
２）一般に、単独効果と協調効果が併存することはあり得る。
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したところで迅速に制裁を行い難いため、協調が安定し
難いとして、協調効果の見込みが否定された。Case No 
IV/M.1524 -Airtours /First Choice (1999).
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